


「環境の世紀」と言われる21世紀。温暖化や環境汚染など、人類の生存を脅かす地球規模の環境問題に直面する

私たちは、「大量生産・大量消費・大量廃棄」という旧来の社会システムからの変革を迫られています。限りある天然

資源を次世代へ引継ぎ、社会が持続的に発展し続けるためにも、資源リサイクルの推進による「循環型社会の実現」

が求められています。

私たちスズトクグループは、こうした社会の要請に応えるべく、使用済み製品から鉄や非鉄金属、プラスチックな

どを再生資源化する、総合リサイクル事業を展開しています。「社会の公器」として、お客様から安心して処理をお任

せいただけるよう、事業施設の改革に努め、スピーディーに環境の変化に対応できる体制を整えています。こうした

なか、2009年4月には、新たに2つの主要拠点を開設しました。高い処理の品質と能力を有し、環境影響にも配慮し

た新施設は、循環型社会における有力な資源リサイクル拠点として期待されています。

今年、スズトクホールディングスは発足2年目を迎えました。これまで、グループ内の財務やコンプライアンス、環

境、ITシステム、労働安全衛生などマネジメント機能の統合を進めており、グループ経営において徐々にその効果が

現れてきています。2008年秋口から一気に広がった世界同時不況はあらゆる産業に深刻な打撃を与え、資源リサイ

クル業にも大きな影響を及ぼしていますが、こ

うした厳しい経営環境にも揺るがない強固な

企業体制を構築しつつあると考えています。

私たちグループの企業理念は、「４つの責任」

を基盤として「全てのステークホルダーの満足

度を最大化していく」ことです。特に、グループ

を支える社員に対する責任を重く受け止め、大

切に処遇します。そして、全社員と各社の意欲

と創意工夫に基づく行動で、この困難に立ち

向かっていく所存です。

グループの（株）鈴徳は創業105年、中田屋

（株）は58年を迎えました。事業をこのように

長く継続できたのは、お客様、地域、社員、株主

各位のご支援の賜物です。私たちは企業理念

を愚直に守り、総合リサイクル業の担い手とし

て、循環型社会の実現に尽力していくことをお

約束いたします。

スズトクホールディングス株式会社

代表取締役社長　鈴木 孝雄







温室効果ガス削減への対応

シュレッダー委員会を
組織し、施設管理を強化
大型シュレッダー施設を有する8事業

所を対象とした『スズトクグループシュ

レッダー委員会』を組織し、施設に関す

る様々な課題の検討を続けています。

メンバーは当該事業所の長と施設管

理担当者としています。検討テーマとし

て、施設稼動率の向上、維持管理ノウハ

ウの共有、収益性の改善などを取り上

げて、定期的に検討会を開いています。

活動の成果は、施設の安定操業や収益

性向上などに表れてきています。

再生資源の使用は、天然資源を原料

とした製品の製造に比べて温室効果ガ

スの発生を大幅に減らせます。その意

味で、グループの資源リサイクル事業そ

のものは、温室効果ガス削減に大きく

寄与していると言えます。

一方、事業活動では電力や燃料など

を大量に使用しており、温室効果ガスを

排出しています。その対処に備え、事業

の結果を2次元座標にプロットして、諸

リスクを「見える化」しました。

これにより、グループ各社のリスク要

因が明確となり、経営層の意識共有化

に活かされています。

今後、特に重視すべきリスクに対して

は対応マニュアルの制定なども視野に

入れ、管理を一層強化していく予定です。

リスクの共通認識化
グループの事業運営に影響を与える

諸問題を抽出してリスクマップを作成し

ました。

まず、外部機関支援の下で、経営・法

務・事故災害等6分野についての議論を

経て、グループのリスクと成り得る要因

を抽出しました。次に、抽出した諸要因

は発生頻度や影響の重さで評価し、そ

活動（処分、運搬）で使用したエネル

ギー起源の温室効果ガス算定に取り組

んでいます。本年度は排出量の正確性

と網羅性を向上させるべく、モニタリン

グルールの改善に取り組みました。

中田屋（株）エコソリューション部で開

催した全国委託先企業との会議では、

CO2削減についての社会的意義や関連

する法規制、業界が推進する自主行動

計画、また削減に向けたグループの方向

性などについてご紹介しました。





・ 活動はこれまで紙・ごみ・電気に偏る傾向がありましたが、08年度は各事業所の実務に即した具体的な目標による
活動を重視しました。その結果、リサイクルへの取り組みや個別機器の省エネ課題などの目標が増えました。また、
地域社会貢献に対する意識が高まりました。

・ 目標未達成１１件のうち、６件は受入量増大など営業面での目標です。これらは外部の経営環境変化により達成が
困難となりました。その他、クレームとトラブルについてのゼロ目標に対し未達が2件、施設設置の未実施1件（油水
分離槽設備更新）、委託先審査手順書作成未実施1件、提案活動未実施1件となっています。



グループネットワークを用いて、全社員に事故情報を速やか

に伝達し、情報を共有することによって、類似災害の防止に役

立てています。

事故が発生した場合、事故発生事業所が事故概要を原因

の分析とともにシステム登録します。次に事業所長とグループ

安全委員長、職場安全委員がそれぞれにコメントを追記し、そ

れらを全社員にメール配信して速やかに情報を共有する仕組

みとしています。

また、是正措置を含む事故処置完了報告のデータにも、全

社員の閲覧を可能としています。

年間計画の下で労働安全衛生活動を行っています。本年の

合い言葉は「いつでもどこでもABC 当たり前の事を ボケーっ

としないで チャンとしよう」です。 

2008年度も人身災害の削減に重点を置きました。安全衛

生ビデオによる映像教育、お客様へのヘルメット配布、相互の

身だしなみチェック、 事業所内の2S維持（整理・整頓の徹底）

などを今年度も続けました。また、KY活動による危険性の回

避とヒヤリハット制度による危険情報の共有などにも力を注

ぎました。

安全意識を向上させる活動の一つとして、目標や標語、安全

に関する約束事の決定に社員参加を求めています。



廃棄物処理法の基本的な規則を理解し、適法に業務を行うことは、廃棄物を

取り扱う私たちに不可欠の要件です。

2008年度は、従来から維持していた外部講習会への参加に加え、廃棄物の処

理を行う20事業所で廃棄物処理法の社内集合教育を行いました。参加者は全

社員で、事業所長をはじめ管理職や事務職、また現場作業職も対象としました。

教育では、最新の情報を含めたグループの新資料と既発行の教育用冊子、ま

た行政発行リーフレットを教材として用い、法令の規制やグループの内規などに

ついて学び合いました。

コンプライアンスの教育は今後も継続します。一定の知識

と意識を従業員が常識とし、実務において疑問や違和感を覚

えた場合には、行動を中断して適法性を確認する習慣の定着

が重要と考えています。

遵法監査の様子（中田屋 エコソリューション部）

スズトクホールディングス（株）では、コンプライアンスの確

保を主目的として「遵法・環境室」を設置しています。

「遵法･環境室」は、遵法監査を定期的に行い、事業の遵法性

を維持します。また、遵法ＩＴシステムの運用により、契約管理

や事業所の実務全般における適法性を確認します。そして、社

員の遵法に対する知識と意識の向上を図る目的で、階層別の

教育計画を作成し運用しています。

コンプライアンスの徹底
産業廃棄物処理事業への諸規制は強まっています。グループは法令等順守を事業上の最優先事項の一つと位置

づけて、事業所の遵法監査と事業所全社員に対して廃棄物処理法教育を実施し、適法事業の維持と遵法意識の

強化を図りました。

for Customer

for Society

for Employee

for Stockholder

グループ発足2年目となる2008年度は、全許可事業所に同一基準の遵法

監査を実施しました。

この監査は廃棄物処理業に携わるグループの事業所に対するもので、廃

棄物処理法と各種リサイクル法、フロン回収破壊法、労働安全衛生法、個人

情報保護法及びグループ内規などを監査基準としています。遵法監査には

終日を費やし、204項目の確認事項を盛り込んだチェックリストを使用しま

した。また、一定期間を置いた後に行うフォローアップ監査は、遵法監査報告

書で提起した諸問題の改善状況確認を目的としています。

中田屋グループは10事業所の監査を行いました。監査で把握した問題

点は指摘、提案、推奨の3段階に重要性で分類提起し、それぞれに改善を促

しています。提起した項目は総数130、フォローアップ監査

（確認監査）で残存する未実施事項は13項目でした。なお、07

年度フォローアップ監査時の未実施事項15項目は、全て是

正が終了していることを確認しました。

（株）鈴徳、メタルリサイクル（株）、（株）新生も合計10事業

所の監査を行いました。その結果、提起した指摘、提案、推奨

の総数は265項目でした。大半の事業所は今回が初めての遵

法監査であり、主としてグループ内規に対する理解不足が提

起項目数に現れました。フォローアップ監査では、未実施事

項は55項目に減少し、遵法性の改善は確実に進んでいます。

廃棄物の継続処理委託先を訪問し、排出事業者として自主 

的に委託の妥当性を確認しています。08年度には30社 を訪

問し、適正処理についての意見交換を行いました。 

また新規に処理委託先が提案された場合には、訪問による 

調査で委託の可否を判断しています。08年度は11社の新規委 

託先が提案され、訪問の結果、10社を委託可能と判定して委

託業務を開始しました。 

スズトクグループ　環境社会報告書2009

遵法研修の様子（NNY）

遵法監査の様子（鈴徳 児玉営業所）

遵法研修の様子（中田屋 加須工場）
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遵法監査の指摘を
向上の糧として

（株）鈴徳 藤沢営業所長

鈴木 和代

今年初めて遵法監査を受

けた当営業所は、主に委託

契約書や廃棄物マニフェス 

トに関係した指摘を受けま

した。原因は、スクラップの

扱いが大半で廃棄物の取扱

量は少ないこともあり、廃

棄物処理法やグループ規程

で定める諸ルールの認識に

不足があったと受け止めて

います。そこで、契約書などの運用を改めながら、事務

職全員を外部講習会に参加させて遵法意識の定着を

図りました。その結果、フォローアップ監査では遵法

性が向上しているとの評価を受けました。また、行政

の立入調査では契約書等の管理が良好とのコメント

を頂戴しており、グループによる遵法監査の意義を実

感しています。 

コンプライアンス体制 監査の実施1

コンプライアンス教育2

3

監査の結果4

委託先の訪問・確認5

VOICE

代 表 取 締 役

取 締 役 会

全 事 業 所

遵
法
・
環
境
室報告・問合せ

監査・通達・指導

報告

指示・通達
スズトク
グループ

実施場所 合計20事業所
 ［内訳］
  ▶ （株）鈴徳： 7事業所
　　　  ▶ 中田屋（株）： 7事業所等
　　　  ▶ メタルリサイクル（株）： 2事業所
　　　  ▶ サニーメタル（株）： １事業所
  ▶ フェニックスメタル（株）： １事業所
  ▶ ＮＮＹ（株）： １事業所
  ▶ （株）新生： １事業所

対象者 上記事業所に所属する全ての社員
 （事業所ごとに5～60名）

教材 遵法教育資料（社内作成教材）
 06年度教育用小冊子
 行政リーフレット　等

2008年度に実施した社内教育

廃棄物処理法の規制概要、
グループ内規等について
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地域と密着した事業を展開するグループ各社は、地元の方々や関係者とのコミュニケーションを大切にしてい

ます。また、小中学校の環境教育に協力するなど、地域のニーズを踏まえた社会活動で貢献します。 

工業団地の皆様や地元行政と連携し、事業所周辺の環境保全や美化活動に

取り組んでいます。 

サニーメタル（株）大阪事業所は、産業用清掃機「スイーパー」を使って周囲の

通路を毎日清掃しています。また、地域の工業会が行う不法投棄の監視や路肩

のプランター設置などにも協力しました。これらの活動は地域の方 と々の貴重な

コミュニケーションの機会となっており、今後も継続していきます。 



各社間の技術研修を推進しています。グループは、取扱い品

目や設備、人材、地域など多くの面で特徴のある事業会社で構

成されています。そこで、他社の持つ技術や業務上のノウハウ

を修得し、自社の事業に活かすことによって、グループ全体とし

ての発展を目指す取り組みを行っています。 
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